


事業ＰＲ動画（３分）をご覧ください！

厚生労働省募集 高松市制作
地域共生社会の実現に向けた取組ＰＲ映像

「ほっとけん市民みんなでつくる
ほっとかんまち高松。」
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平成31年2月14日に
開催された「地域共
生社会フォーラム」
で全国最優秀作品※

に選ばれました！

※【最優秀賞】高松市

【優 秀 賞】大牟田市
岡崎市
豊田市
千葉市



地域共生社会の理念

｢地域共生社会｣とは

制度･分野の枠や、｢支える側｣｢支えられる側｣という従来の関係を

超えて、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや

役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的な

コミュニティ、地域や社会を創るという考え方

地域のつながりの
希薄化 核家族化

少子高齢化

人口減少

複合化･複雑化する地域生活課題への対応が必要！

2

2040年頃には…

高齢者数がピーク
現役世代が急減

不安定雇用
自治会加入率低下

孤独死

8050
ダブルケア
ひきこもり
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包括的支援体制のイメージ

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

高齢者

障がい者
子ども

子育て家庭

生活困窮者

地域包括ケアシステム

既存制度に
よる解決が
困難な課題

｢必要な支援を包括的に確保する｣
という考え方を拡げていく

制度の狭間

土台としての地域力強化
「他人事」でなく「我が事」として考える地域づくり

課題の複合化



高松型地域共生社会構築事業のイメージ

4



重層的支援体制整備事業とは
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令和３年４月改正社会福祉法施行により創設された新たな事業。地域共生社会の実現を図るた

め、市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向

けた支援」を一体的に実施します。

事業名【分野】 主な取組内容

包括的相談支援事業
●属性･世代を問わない包括的な相談の受け止め
●支援機関のネットワークでの対応
●複合化･複雑化した課題の多機関協働事業者へのつなぎ
●重層的支援会議※へ参加と連携支援
※関係機関が集まり、支援プラン等の協議を行う場

地域包括支援センター運営【介護】

障害者相談支援事業【障がい】

利用者支援事業【子ども･子育て】

自立相談支援事業【生活困窮】

参加支援事業 ●社会とのつながりをつくるための支援を行う
●利用者ニーズを踏まえたマッチングやメニューをつくる

地域づくり事業

●世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備
●個別の活動や人のコーディネート
●多分野がつながるプラットフォームの促進を
通じて地域における活動の活性化を図る

地域介護予防活動支援事業【介護】

生活支援体制整備事業【介護】

地域活動支援センター事業【障がい】

地域子育て支援拠点事業【子ども･子育て】

共助の基盤づくり事業

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
●支援が届いていない人に支援を届ける
●関係機関とのネットワークの中から
潜在的な相談者を見付ける

多機関協働事業
※第6号(支援プランの作成)と一体的に実施

●市全体で包括的相談支援体制の構築
●支援関係機関の役割分担を図る

重層的支援体制整備事業※の内容

何が変わるの？

各分野の事業で、これまでの取組を

ベースに、次のような取組を進めます。

●属性や世代を問わない相談受け止め

●必要な支援機関へのつなぎ

●分野をまたぐ交流の場･居場所づくり

●個別の活動や人のコーディネート

相談支援
事業者

地域づくり
事業者

1

2

３

4

5

市町村の手上げに基づく任意事業

令和４年度時点
１３４自治体
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包括的支援体制のイメージ



重層的支援体制整備事業のイメージ
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生活支援体制整備事業とは

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続できるよう、多様な主体によ
る様々なサービスの提供体制を構築するため、生活支援コーディネーターの配置やコー
ディネーターとサービス提供主体が参画する「協議体」での情報共有・連携強化等に取り
組みます。（高松市まちづくり戦略計画では、「生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業」）

・・・・
・

第２層生活支援コーディネーター

（事業対象外）第３層生活支援コーディネーター…生活支援サービスを提供する団体

高松市高齢者保健福祉・
介護保険制度運営協議会（協議体）

地域福祉ネットワーク会議

情報共有・連携

第１層協議体（市域全体）・・・・・・

第２層協議体（地域コミュニティ協議会単位） ・・・・・・

第１層生活支援コーディネーター
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生活支援体制整備事業とは

本来の位置付
けはココ！



生活支援
サービス
提供体制の

構築

生活支援の
担い手養成

情報交換
情報共有

地域ニーズ
の把握
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地域福祉ネットワーク会議とは

多様な主体間の情報共有及び連携･協働によるサービスや資源
開発等を推進する住民主体の協議体。

関係者の
ネットワーク化

多様な主体への
協力依頼
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住民主体の支え合いサービス実施状況

介護保険事業（総合事業）

【通所型ｻｰﾋﾞｽＢ】
●体操・運動
●趣味活動
●交流活動

【訪問型ｻｰﾋﾞｽＢ】
●ゴミ出し
●草抜き
●掃除
●電池･電球交換
●買い物代行

その他の事業（介護保険外)

●総合事業対象者以外も利用できる
訪問型ｻｰﾋﾞｽ（ゴミ出し･草抜き等）

●移動･買い物支援
●会員制助け合いサービス
●子育てサポート･託児ルーム
●人材バンク

住
民
主
体
の
支
え
合
い
サ
ー
ビ
ス

26地区
6地区

地区
総合事業

その他
訪問B 通所B

松島 ● ● ●
花園 ●
築地 ●

新塩屋町 ●
二番丁 ●
日新 ●
亀阜 ● ●
木太 ●
女木 ● ●
男木 ●
屋島 ● ●
古高松 ●
牟礼 ●
庵治 ●
塩江 ●
大野 ● ●
川東 ●
香南 ● ●
弦打 ● ●
鬼無 ●

地区
総合事業

その他
訪問B 通所B

香西 ● ●
下笠居 ● ●
川岡 ● ●
円座 ●

国分寺北 ● ●
国分寺南 ●
鶴尾 ●
太田 ●
太田南 ●
林 ●
三谷 ●
仏生山 ● ●
一宮 ● ●
前田 ●
川添 ●
十河 ●
東植田 ●
西植田 ●
実施地区 26 6 20 ※ ～R4.9月末時点･公開分のみ



制度･分野を超えた多機関協働のネットワーク

地域で目指す「地域共生社会」

地域福祉ネットワーク会議
地域住民等が主体的に地域生活課題を

把握し解決を目指す場

支援が必要な人
困り事を抱える世帯身近な支援の担い手

生活支援コーディネーター
地域福祉ネットワーク会議の

立ち上げ運営支援

一人一人の暮らしと生きがい
地域をともに創っていく
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まるごと福祉相談員
地域へ出向いての個別相談支援
支援機関間のコーディネート

行政各課･支援機関
制度分野ごとの支援・サービス
連携・協働による包括的支援

支える人も
支えられる人も


